
都道府県労働局・ハローワーク

「キャリアアップ助成金」を活用して

従業員を正社員転換しませんか？

事業主のみなさまへ

キャリアアップ助成金の「正社員化コース」とは？

有 期 雇 用 労 働 者 等 ※ を 正 規 雇 用 労 働 者 に 正 社 員 転 換 し た

場合に、事業主に対して助成を行う制度です。

※有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。

助成金の金額 正社員化コースの１人当たりの助成額は以下のとおりです。

キャリアアップ助成金について

受給条件の詳細等については裏面へ
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正社員化前雇用形態

企業規模

有期雇用労働者 無期雇用労働者

重点支援
対象者
（※）

中小企業 80万円（ 4 0万円×２期） 40万円（ 2 0万円×２期）

大企業 60万円（ 3 0万円×２期） 30万円（ 1 5万円×２期）

上記以外
中小企業 40万円（ 4 0万円×１期） ２0万円（ 2 0万円×１期）

大企業 30万円（ 3 0万円×１期） 15万円（ 1 5万円×１期）

※ 重点支援対象者とは、a~cのいずれかに該当する者
a：雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b：雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が合計１年以下
②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

c：派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※ 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
※ 新規学卒者で雇い入れから一定期間経過していない者については支給対象外です

正社員化前雇用形態

対象者・企業規模

年間約10万人

が正社員化！

助成金の加算額

措置内容 加算額

①
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等
した場合（１事業所当たり１回のみ）

20万円（大企業15万円）

②
多様な正社員制度（※）を新たに規定し、当該雇用区分
に転換等した場合（１事業所当たり１回のみ）
※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか１つ以上の制度

40万円（大企業30万円）

正社員化コース１事業所当たりの加算額は以下のとおりです。 ※１事業所当たり１回のみ



キャリアアップ助成金の申請方法や助成額など制度の詳細は、

都道府県労働局または最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

正社員化後６か月の定着

都道府県労働局・ハローワーク

➀キャリアアップ計画

正規雇用労働者に転換する前日まで

に「キャリアアップ計画※」を作成・

提出していること。

※キャリアアップ計画は、労働者のキャリア

アップに向けた取り組みを計画的に進めるた

めの、今後の大まかなイメージを記載した計

画です。

助成金の受給条件

助成金の受給には以下の３つの条件を満たす必要があります。

②制度の規則化

正規雇用労働者に転換する制度を

就業規則などに規定していること。

③正社員転換

転換後６か月間の賃金を、転換前

６か月間の賃金より３%以上増額

させていること。

正社員転換
申請期間
①

非正規雇用労働者
として雇用

申請期間
②

正社員として６か月雇用 更に６か月雇用（重点支援対象者の場合）

重点支援対象者については
2期目の申請が可能です！

同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労

働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が転換時点で適用

されている者に限る。

※支給対象期間中に実施が予定されている「賞与」「昇給」等が適用されていない場合、正規雇用

労働者の要件を満たさず、支給対象とならない場合があります。

また、キャリアアップ助成金上の正規雇用労働者の定義は以下になります。

正規雇用労働者の定義

正社員転換から受給までの流れ

キャリアアッ

プ計画の作

成・提出

就業規則等

の改定

（転換規定が

ない場合等）

就業規則等に

基づく

正社員転換

正社員転換後

６か月分の

賃金の支払い

支給申請

(取組後６か月の賃

金を支払った日の

翌日から起算して

２か月以内)
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